
令和7年度第1回三重地方労働審議会議事録
【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
それでは、定刻より早いのですが、皆様お揃いですので、ただ今から令和７年度第１回三重地方労働審議会を開催いたします。私は、本日の進行を務めます、雇用環境・均等室の藤田と申します。どうぞよろしくお願いします。
まず、本日の審議会の委員の充足状況をご報告いたします。委員18名中17名のご出席をいただいており、地方労働審議会令第8条第１項に規定する委員の3分の２以上の出席が確認されましたので当審議会は成立していることをご報告いたします。使用者代表委員の村田委員につきましては、欠席の連絡をいただいております。
次に委員のご紹介です。9月30日に三重地方労働審議会委員は任期満了となりましたので、10月１日から、新たな任期として、令和９年9月30日までの２年間、委員に任命させていただきました。本来であれば、お一人ずつ、任命にかかる人事異動通知書をお渡ししてご紹介すべきところですが、机上に置かせていただいております。委員のご紹介について時間の都合上、引き続きご就任いただいた委員の方はお手元の名簿により紹介に代えさせていただきます。今回、新たに、委員に就いていただいた２名の方をご紹介いたします。労働者代表委員、自動車総連三重地方協議会議長、宮端委員です。

【宮端委員】
自動車総連三重地方協議会の宮端です。どうぞよろしくお願いいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
ＵＡゼンセン三重支部委員、山川委員です。

【労働者代表委員　山川】
皆さん、おはようございます。今期からお世話になります。UAゼンセン三重県支部松阪マックスバリュ東海MYユニオンで専従しております、山川清美といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
どうぞよろしくお願いします。それでは、審議会の開催にあたり、三重労働局長の石田からご挨拶申し上げます。

【三重労働局長　石田】
皆さん、おはようございます。
【委員】
おはようございます。

【三重労働局長　石田】
本日はお忙しい中、令和7年度第1回三重地方労働審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日頃から当局の行政運営に多大なるご協力、ご理解賜りまして厚く感謝申し上げます。新しく委員になられる方、また、引き続き委員をお引き受け頂けました方、これから２年間どうぞよろしくお願いいたします。我々、三重労働局は令和７年度重点方針を示した行政運営方針を作成して、４つの重点項目についての基本方針を定めさせていただきました。
第１が最低賃金の引上げに向けた支援と非正規雇用労働者への支援、第２が人材確保支援、第３がリ・スキリングと労働移動の円滑化、第4が多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組みでございます。とりわけ、第１の賃金の引上げに向けた環境整備につきましては、労働局としましても、最重点で取り組んでいるものでございます。　　　
本日は、これらを含めて様々な労働局の施策に関する上半期の取組みの実績、今後の予定、実施対応方針などを各担当からご説明させていただきたいと思います。
三重県内における９月内容の有効求人倍率は、1.18倍となっております。この数字は半年ぶりに比較的高めな水準でございました。しかし、令和５年6月ぐらいから1.1倍台で上下しながら推移しておりまして、なかなかこの壁というか、1.1倍台をずっと継続している状況でございます。
この状況下において、労働局がそれぞれの取組みをどう進めていくのかということにつきまして、担当部室からご説明させていただきますので、忌憚のないご意見、ご助言を賜れば幸いに存じます。本日はどうぞよろしくお願いします。

【三重労働局雇用環境・均等室　藤田】
事務局から何点かご説明いたします。本審議会は、三重地方労働審議会運営規定第５条の規定により、公開対象となっております。公開の事務処理要領に基づき、掲示を行ないましたが、公聴の申し込みはありませんでした。また、当審議会の内容につきましては、議事録を作成して当局のホームページに公開させていただきます。委員の皆様には、事前に内容の確認をお願いしたうえで、発言者のお名前を公開させていただきますので、予めご了承ください。次に、配布している資料の確認をお願いします。封筒の方に入ってます資料の方を確認をお願いします。事項書が一番上にございます。事項書の次に配布一覧を付けていますが、審議会名簿、座席表、地方労働審議会令、三重地方労働審議会運営規定、令和７年度上半期における三重労働局の主な取組状況について、令和７年度三重労働局行政運営方針、参考資料です。不足している資料がございましたら、事務局までお申し付けください。続きまして、事項書２の審議会会長の選任をさせていただきます。審議会会長ですが、地方労働審議会令第５条第１項に、審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙するとの規定があり、公益を代表する委員の方の中から会長を選任いただきます。前期会長を務めていただきました馬原委員に引き続きお願いできればと考えています。なお、馬原委員には、あらかじめご内諾をいただいているところでございます。ここで、地方労働審議会令に基づき、委員の皆様にお諮りしたいと思いますが、馬原委員にお引き受けいただくということで、ご異議はございませんでしょうか。

【委員】
異議なし

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
ありがとうございます。異議なしとのお言葉をいただきましたので、馬原委員にお引き受けいただけますでしょうか。

【馬原会長】
お引き受けいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
ありがとうございます。どうぞ、よろしくお願い致します。それではご承諾いただきましたので、馬原会長から一言ご挨拶をお願いします。

【馬原会長】
着座で失礼いたします。三重地方労働審議会 会長に信任された馬原でございます。今年度も引き続き議事を行っていきますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。私事で恐縮ですが、教育学部の副学部長になりました。国立大学法人は、学部の人件費について、毎年文部科学省からお金が削られる状態にございます。にもかかわらず、人件費、光熱費等のお金が結構必要であって、会社を経営されている方のご苦労がちょっと分かってきたような気がしております。
今日も衆議院の予算委員会をやってますけど、労働時間の規制緩和を首相が表明しました。今後、この方向で進むと思うんですが、労働時間を緩和することについては、プラス面とマイナス面があるんですよね。私は政治学者なんで、政策の面から申し上げますと、すべての人間が納得できる政策っていうのは永久に存在しないと思います。また、すべての政策に共通することですが、いずれかを選択すると誰かが得をし、誰かが損をする。残念ながら、社会はそういうものであって、社会にとって最適な政策は何かを選択するのが政治家、立法者の仕事でございます。前回の審議会でも申し上げた話ですけれども、首相の発言であったり、メディアの方の分析を見ていると、労働時間の規制緩和をどのような目的や理念をもって実施するのかを議論していただきたいのが私の個人的な思いです。労働時間は生きるための手段ですので、その手段を通して私たちは何をどのようにしたら幸せなのかっていうことを、もう少し目的の次元から話していかないといけないと考えています。いつも言いますが、社会が複雑なので仕方ないんですけども、人生を手段のための手段に使うのはいささかもったいない気がするんですね。せっかく人生1回限りですので、私たちは何を目標にすればいいんだろうかっていう話についてもう少し議論があってもいいと思います。ですので、今日も労働時間等々の非常に細かな話が出てくると思うんですが、その点を念頭に置きながら、ご議論いただけるとありがたいと私自身は考えております。委員会の皆さんには、幅広い見識とご経験に照らしまして、活発なご審議をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
馬原会長、ありがとうございました。 ここからの議事の進行につきましては、三重地方労働審議会運営規定第４条の規定に基づきまして、馬原会長にお願いします。会長、どうぞよろしくお願いします。

【馬原会長】
それでは進行をさせていただきます。事項書３です。会長代理の指名でありますけれども、地方労働審議会令第５条第３項に会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、この職務を代理する、と規定されております。会長代理の指名が必要となっております。従いまして前期もお引き受けいただきました、北村委員を私から指名させていただきたく存じます。北村委員どうぞよろしくお願いいたします。 

【北村委員】
よろしくお願いいたします。

【馬原会長】
それでは、事項書４の議事に入りたいと存じます。議事の進め方でございますが、まず三重労働局から令和７年度上半期における三重労働局の取組みについてのご説明をいただきまして、その後、委員からのご質問とご意見をお願いしたいと思います。それでは説明をお願いいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室長　矢島】
おはようございます。雇用環境・均等室長の矢島と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。着座にてご説明させていただきます。私の方からは本日、賃上げに向けた中小企業への支援、非正規雇用労働者への支援、女性活躍推進に向けた取組促進、それから、総合的ハラスメント防止対策、仕事と育児・介護の両立支援等についてご説明申し上げます。
 お手元の資料のうち、資料ナンバー５の「三重労働局の取組状況について」を使ってご説明をいたします。こちらの４ページをご覧いただければと思います。まず、最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援についてですが、こちらは、先ほど局長からも説明がございましたとおり、今年度の最重要課題でございまして、賃金引上げに取り組む中小企業、小規模事業主への支援といたしまして、様々な支援策がございますが、これをまとめて賃上げ支援パッケージと呼んでおりますが、賃上げ支援パッケージについての資料をあらゆる機会を活用して周知に努めているところでございます。また、そのパッケージの一つである業務改善助成金。これは事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に助成する助成金でございますけれども令和7年度上期は198件の申請がございます。こちら交付申請件数の表をご覧いただきますと、昨年度より少なく見えますけれども、この後に、実は10月に100件以上の申請がございまして、10月末時点でトータルでは301件。昨年度を上回る申請が今後見込める予定と考えております。昨年度は三重県の最低賃金の発効日が10月1日でございまして、発効日直前に駆け込みで申請が急増するものですから、今年度は発効日が11月21日でございますので申請のピークがこれから来ると考えております。また9月5日より、対象事業場の範囲が拡充されまして、一層の申請が見込まれるところでございます。本助成金につきましては、厚生労働省が委託しております働き方改革推進支援センターによる相談窓口とも連携しつつ、周知を行っているところです。
また、この下の方に参りまして、賃上げ、賃金引き上げに向けた機運の醸成を図ることを目的に、昨年度に引き続きまして1月から2月頃に「賃金引き上げに向けた取組」をテーマに、地方版政労使会議を開催する予定です。今後は昨年度よりも一歩進めて、地域の課題に即したサブテーマを設定いたしまして、目に見える形の成果を取りまとめる方法で検討しているところでございます。
ページの右側に参りまして、同一労働同一賃金の遵守の徹底についてご説明いたします。非正規雇用労働者への支援を賃金引き上げに向けた支援において重要な取組みと考えておりまして、監督署にて事業所に対して同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間・有期雇用労働者、派遣労働者の待遇状況について情報提供を受け、それをもとに効果的、効率的に報告徴収を実施しております。報告徴収を実施した中で、法違反があれば是正させ、併せて待遇改善に向けた自主的な取組みを促しているところでございます。今年度、上半期の報告徴収件数は109件と、昨年度上半期と比べると減少しておりますが、ただその下の囲みの中に、監督署からの情報による報告徴収件数というのがございますが、こちらの方は増加しておりまして、より効果的に報告徴収を実施しているところでございます。
また、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換を推進、年収の壁を意識せずに働くこともできる環境づくりに取り組んだ企業を支援いたします、キャリアアップ助成金の活用を促進しております。支給件数が、この下の方の表にございますとおり、昨年度に比べて大幅に増加しているところでございます。
次に13ページに参りまして、女性活躍推進に向けた取組促進等についてご説明申し上げます。三重県の女性の活躍状況について、でございますが、三重県は男女の賃金差が大きく、特に非正規雇用率が高いということが特徴で、ジェンダーギャップの解消が課題となっているところです。こうした状況の中、雇用環境・均等室では、男女雇用機会均等法と女性活躍推進法を同時に報告徴収を実施することにより、より効果的に男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情の改善に向けた取組みを促しております。また、女性の活躍推進に関する状況が優れている、優良である事業主への認定制度がえるぼし認定ということがございますが、こちらの取得促進に向けても働き掛けを行っているところでございます。
報告徴収の件数について少し補足をさせていただきますと、この13ページの左側の方に、均等法、女活法と並んでおりますが、今同時に実施させていただいていると申し上げましたが、今年度上期の件数に違いがございます理由といたしましては、女性活躍推進法は、常時雇用する労働者101人以上の企業が義務となっておりますが、均等法は特に人数によるものではございませんので、このような差が生じているところでございます。つまりこの差につきましては、100人以下の会社様に対して、均等法の報告徴収のみを行ったということでございます。
女性活躍推進法につきましては、今年の６月に改正されまして、令和８年4月1日より常時雇用する労働者101人以上の事業主は男女間賃金差異および、女性管理職比率について情報公表することが義務となります。ちなみに県内の義務企業、労働者数101人以上の会社様は620社程度と把握しております。参考資料にも改正の概要について添付させていただいておりますので、また後ほどご覧いただければと思います。下半期におきましては、この2月に破線で囲みさせていただいておりますが、説明会を積極的に開催し、改正法の周知を図っていく予定でございます。続きまして、総合的なハラスメント対策につきまして、14ページをご覧いただければと思います。総合的なハラスメント防止対策でございますが、ハラスメントに関する相談は当局に非常に多く寄せられておりまして、中でも令和4年に全面施行されましたパワハラについての相談が最も多くなっております。また、右側の上の相談件数の表をご覧いただければと思いますが、妊娠・出産等不利益取り扱いや育児、介護の不利益取り扱いについての相談も多く寄せられているところでございます。　
相談があった場合、労働局では、２つの手法がございまして、法違反の疑いがあるということで、報告徴収を実施して、法違反が確認されれば、指導して是正を知らせております。また、労使で紛争が発生した場合には、紛争解決の援助制度、調停を行って解決を図っているところです。調停の件数等につきましては、こちらの右側の下の方に記載がございますが、今年度の特徴といたしましては、均等法の紛争解決援助件数が昨年度1件だったのが6件と大幅に増加している点でございまして、均等法の紛争解決の援助のほとんどが妊娠不利益の事案でございます。下期におきましても、引き続き相談に対して懇切丁寧に対応し、報告徴収、紛争解決援助の活用により法の履行確保を図ってまいります。
また、令和７年6月にカスタマーハラスメント、就活セクハラの事業主の措置義務について定める労働施策総合推進法等の改正がございました。施行は公布後１年6ヶ月後ということで、少し先ではございますが、今後、省令、指針が定められて詳細が決まっていく予定となっております。年度末以降、積極的にこちらの改正法についても周知を図っていくところでございます。
続きまして、15ページをご覧ください。仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備について、でございます。改正育介法が令和７年10月1日に全面施行されております。この改正は、男女共、仕事と育児介護を両立できる仕組みを整えるということ。それから介護による離職をすることなく働き続けられるように環境を整備することを目的として改正されたものでございます。
仕事と育児、介護を両立しやすい職場環境を作るということは企業にとりましても優秀な人材の確保定着に繋がるところでございます。改正育介法に沿った規定整備や雇用環境整備の措置がなされているかを、報告徴収を実施しまして、着実な履行確保を図っております。今年度上期におきましては、昨年度よりも36%増加の64件報告徴収を実施しておりまして、また不利益取り扱いが疑われる事案が発生した場合には、積極的に報告徴収または紛争解決援助制度を活用しているところでございます。下期においても引き続き報告徴収を実施し、履行確保を図っていきたいと考えております。また、改正次世代法の周知および仕事と子育ての両立しやすい企業の認定制度である、くるみん、それからプラチナくるみん等の認定の取得促進も行っているところです。
それからこのページの一番下になりますけれどもフリーランス法の履行確保についてでございます。フリーランスの就業環境整備につきましては、令和６年11月に施行されまして、一年が経過したところでございます。この法律は、フリーランスの方との取引の適正化、フリーランスの就業環境整備の２つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めております。
今年度は、計画的に調査を実施し、違反事項があれば、是正指導を行う等、履行確保を図っております。下期においても引き続き、相談へ適切に対応し、履行確保を図っていきたいと考えております。雇用環境・均等室からは以上となります。

【三重労働局　労働基準部長　津田】
続けて、労働基準部長の津田でございます。本日、どうぞよろしくお願い申し上げます。では説明させていただきます。着座で失礼いたします。資料戻っていただきまして３ページご覧ください。繰り返しとなりますが、最低賃金の引き上げ、周知に関してでございます。時間額1,087円に三重県最低賃金が改定され、今月11月21日から発効することとなっておるところでございます。例年より大幅な引き上げとなっていること、また発効日が異なること等を踏まえまして、②でございますが、例年よりもしっかり周知を行っているところでございます。１つ目のポツでございますが、例年行っておりませんけれども、今年度は9月に緊急の署長会議を開催いたしまして、発効日が異なること、そして、業務改善助成金の申請期限が発効日前日の11月20日までとなること、そして、その内容を拡充されることにつきまして、労使双方からのご相談、とりわけ賃金を確実に引き上げていただくための事業主の方々をご支援するために、周知を行っているところでございます。また、２ポツ目でございますが、三重県内に広く周知する観点から、例年よりもマスメディアを活用した周知を積極的に行っているところでございます。この３ページの下の枠の中でございますが、発効日11月21日は新聞広告を打つ予定でございます。また、既に放映が開始されておりますけれども、三重テレビ様の方でテレビCMを打っているところでございます。また、三重交通さんのお力添えをいただきまして、バスマスク、よくバス全面に、マスクのような形で、このイメージのものを貼らせていただきまして、まさに路線でバスが運行していることと同時並行で周知させていただいているところでございます。この中で既に行った取組みとしましてはFM三重様で20秒のスポットＣＭを放送していただいたところでございます。また、三重県様および県内29市町12関係の協力団体様、お力を賜りまして広報誌等への掲載をお願いしているところでございます。引き続き周知にしっかり取り組んでまいります。また、最低賃金の審議につきましては、この4月から8月。また、9月から10月に三重地方最低賃金審議会での審議を行ってきたところでございます。この審議はまた来年行うところでございます。事前に労働者代表の広瀬委員からは、公益委員につきまして、中立的な立場の委員の選任について御質問を頂戴したところでございます。三重地方最低賃金審議会の運営を預からせていただく三重労働局といたしましては、最低賃金審議会の公益委員の機能が単に労使の利害を調整するにとどまらず、公益的見地からの発言を行い、公労使三者の立場を総合した意見を最低賃金審議会の意見とするという意味を持っているところでございます。従いまして、公益委員につきましては、労使いずれの立場にも偏らず、その主義主張において、広く社会一般の利益を代表する中正な人物を選ぶ必要があると考えているところでございます。引き続き、三重労働局といたしましては、公益委員の選任につきまして、今申し上げました、公益委員としてふさわしい方を慎重に選任してまいりたいと考えておりまして、引き続き最低賃金審議会の円滑な運営に努めてまいる所存でございます。
続きまして、資料飛びますが、16ページをご覧ください。冒頭、馬原会長からもご挨拶の中で触れられておりますが労働時間に関する部分でございます。本日を含みまして、11月は過労死等防止啓発月間でございまして、厚生労働省、三重労働局管轄の６つの労働基準監督署において、過重労働キャンペーンとして以下の取組みを実施しているところでございます、まずなにより個別の事案を発生させない。発生しておればしっかり是正させるという観点から、この①各監督署において重点的に監督指導を実施し、80時間を超える事業場、あるいは過労死等が疑われる事業場に対しまして、しっかり監督指導を実施しているところでございます。また通常の月よりもしっかりご相談をお承りする観点から、11月1日から7日まで、過重労働相談受付集中期間といたしまして、県下監督署におきまして、労働相談をお承りしているところでございます。また、過ぎておりますが、１日土曜日には全国一斉の過重労働対象相談ダイヤルを実施したところでございます。また今月のその他の予定でございますが11月18日には、津市アストプラザの方で過労死と防止対策推進シンポジウムを開催する予定でございます。引き続き過労死等はあってはならない、しごとよりいのちという理念のもと、過労死等の防止に努めてまいる所存でございます。下の（２）につきましては、いわゆる2024年問題、世間では昨年報道されたところでございますが。建設業、自動車運転者、医師の方につきましても昨年4月から時間外労働の上限規制が適用されているところでございます。引き続き労働基準監督署で受ける説明会等々でしっかり周知しているところでございます。また２つポツ目でございますが、トラック事業に関しましては労働基準監督署のメンバーが発着荷主の方に長時間の恒常的な荷待ちを発生させないよう要請しているところでございます。令和５年1月から開始して既に約３年を経過しているところでございますが、引き続き取引の適正化、荷待ち解消によって、トラック事業者の方々が労働時間を遵守できるよう、しっかり取り組んでまいる所存でございます。②でございますが、労働時間を守っていただくことに併せまして建設工事でございますが、労働災害防止する観点からは事業主の方々のお力のみならず、発注者の方々からのお力というのをいただく必要があると考えてございます。適正な工期の設定やここには書いておりませんが、安全衛生経費の確保を含めて必要な遵守が図れるよう、発注者のお力添えをいただくよう、この協議会でお願い、要請させていただいたところでございます。続きまして17ページをご覧ください。労働災害防止についてでございます。三重労働局ではいわゆる重要事項と、さらに三重労働局独自の運動といたしまして、死亡災害撲滅・アンダー2,000みえ推進運動というものをかねてから展開しているところでございます。この14次防の目標につきましては、ご覧のとおり死亡災害について全産業で5%以上減少させ、目標値といたしましては、14次防期間中に71人以下にするということでございます。また死傷災害につきましては、先ほど申し上げました三重独自の運動、アンダー2,000死傷者数を2,000人未満とするという運動の目標をしっかり遵守できるよう取り組んでまいる所存でございます。一方で、重要事項といたしましては、現実的な観点から2,316人以下という目標を立てておりますが、目指すべきは2,000人未満とするという動きをとっているところでございます。9月末までの災害発生状況については下のグラフのとおりでございますが、死亡災害については、前年同期比で5件マイナスの４名の方。残念ながら４名の方は労働者災害において既にお亡くなりになられて、あってはならないことですが、悲しい結果ではございますが、一方で昨年よりは半減以下という状況にでございます。また、死傷災害につきましても1,514件と若干でございますが、前年同期より減っているという状況でございます。引き続きこの実績が昨年よりも減るよう、また目標が達成できるよう取り組んでまいる所存にございます。具体的な取組みは18ページ、19ページでございまして、要点を絞って申し上げたいと思いますが、まず一つ目でございます。アでございます。労働災害はあってはならないことでございますが。残念ながら４月から8月にかけて建設業、あるいは熱中症による死亡災害、労働災害が立て続いたことから、8月7日に緊急の要請を関係団体様に要請させていただいたところでございます。これによりまして９月末現在でございますが死亡災害は発生していないという状況が続けられているところでございます。また、先ほど申し上げました、三重独自の運動。このアンダー2,000みえ推進運動でございますが、今年度の７月の安全週間から運動としての新たな標語といたしまして「あせるな、いそぐな、おこたるな」という標語を設定したところでございます。あらゆる業種、あらゆる職場、あらゆる作業において、この３つのフレーズが共通して言えることだと思いますし何より昨今労働者の高齢化に伴いまして、腰痛、転倒などの行動災害が増えているところでございます。そうしますと労働者の方々にしっかり意識付けをいただくことが重要でございまして、労働事業者があるいは安全衛生の担当者の思いがしっかり作業される労働者の方々に伝わるようこの標語を設定したところでございます。　　　　
引き続き、この標語と運動を展開してまいる所存でございます。続きまして19ページでございますが、今申し上げました災害のうち労働者の行動災害である、転倒あるいは腰痛を防ぐため社会福祉施設、あるいは小売業の方々を重点といたしましてＳＡＦＥ協議会というものをかねてから、構成開催しているところでございます。なおかけの部分でございますが、今年度、新たな取組みといたしまして、社会福祉施設あるいは小売業の中だけではなく、多業種ではどのように取組みを行っているのかということを、踏まえるべく、10月29日でございましたが、この２つの協議会合同で、製造業の事業場様を巡回させていただきまして、製造業での先進的な労働災害防止の取組を社会福祉施設あるいは小売業の観点からも、吸収いただきまして、労働災害防止につなげていただく取組を展開したところでございます。エでございますがメンタルヘルス対策の取組状況でございまして、目標を50人未満の取組50人未満の事業場でメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合の70%とするということとしておるところでございますが、右側のグラフをご覧いただけますと、なんとか、70.5%ということで、若干でございますが、現時点で目標達成しているところでございます。ただ十分ではございませんので引き続き50人未満の事業所についてもメンタルヘルス対策が取り組まれるよう、また最後のポツでございますが、やがて50人未満の事業場においてもストレスチェックの実施が義務と義務化されるところでございますのでメンタルヘルス対策にもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。20ページでございますが、その他、安全衛生の観点からは、治療と仕事の両立支援の取組み、また12月16日には、セミナーを開催する予定でございます。カでございますが、昨今、新たな化学物質がどんどん増えているなかで、どんな職場でもいろんな化学物質を扱う場面が増えているところでもございます。化学物質による健康障害防止対策についてもしっかり取り組んでまいるとともに石綿については、引き続き関係機関と合同のパトロールなどを実施しながら、石綿へのばく露防止にも努めてまいる所存でございます。また最後でございますが、今年度、省令改正が6月からございましたけれども、引き続き、熱中症対策にもしっかり取り組んでまいる所存でございます。長くなりましたが、最後でございます。21ページでございます。労働基準監督署における基本的な任務の実施状況でございます。（４）労働条件の確保の取組みでございますが、監督署には労働者の方々からご自身が務めていらっしゃる事業場でのお困りごとを申告という形で承っており、承った場合には事業場に臨検するなど確認して必要な所要の指導を行っているところでございます。なお申し上げますと、深刻な状況は、令和６年度上期で212件のところ令和７年度184件と、若干ではございますが昨年同期よりは減っているところでございますが、個別ご相談申告に対して、丁寧に解決図るべく対応してまいる所存でございます。また、イでございますが、残念ながら法違反のなかでも例えば、労働災害によってお亡くなりになられるという重篤な法違反であるとか、あるいは再三の指導に従わないような悪質な事案に対しましては労働基準監督署として、厳正な司法処分を行っているところでございます。送検の状況については、上期で10件と、昨年を若干上まわっておりまして、利用者の方々に、しっかり寄り添うとしつつも、厳正に対処すべきはしっかり対処しているところでございまして、悪質な法違反の是正遵守を図っているところでございます。このほか監督指導の状況につきましては令和６年上期よりも若干ではございますが多く、1,140件の監督指導を実施しているところでございます。最後労災保険の状況でございます。とりわけ過労死に関係するような脳・心臓疾患に係る労災請求、右側でございますが、精神障害にかかる労災請求、増えている状況でございます。とりわけ、精神障害の労災請求も増えている中ではございますが。しっかり迅速に処理を行って必要な給付ができるよう取り組んでまいる所存でございます。長くなりましたが、労働基準部長からの説明は以上でございます。

【三重労働局職業安定部長　山口】
続きまして、職業安定部長の山口でございます。私の方から職業安定、職業能力開発分野についてご説明申し上げます。５ページをお開きください。第2（１）人材確保対策についてご説明いたします。ハローワークを利用する求職者に対して、就職支援を丁寧に行うということはもとより求人者に対して人材採用のお手伝いをさせていただくということも非常に重要な課題と認識しております。特に医療、介護、保育、建設、警備、運輸といった分野は非常に人手不足で、業界団体とも連携しながらマッチングの機会の提供に取り組んでおります。
三重県内では、ハローワーク津を中心的な拠点としております。今年度からさらに質の高いマッチングを目指すべく、集中的な採用支援を行うことで人材確保につながることが見込まれる事業主に対する重点的な支援を実施しております。実績については表に示しているとおりですけれども求職件数については、上期の対前年を上回る推移をみせております。充足数につきましては、実績上は5分の４程度に減少ということになりますが、こちら、集中的に支援を行う事業所に重点を置いたということによるものでして※１の記載のとおり求人件数に対する充足数の割合、これを充足率と呼び、求人者から見たマッチングの成功率とご理解いただける指標になりますけれども、こちら増加しているという意味で、一定の進展が見られるものとなっております。なお、この他、県内の各ハローワークでも、人材確保分野については力を入れて取り組んでいるところであるということも申し添えたいと思います。それから（２）ハローワーク職員のキャリアコンサルティング機能の充実です。我々ハローワークの専門性を磨くという観点から職員の資格取得に取り組むことで、より質の高いサービスの提供につながるようにしております。
続きまして、６ページをお開きください。第3の1．リ・スキリングによる能力向上支援について、ご説明申し上げます。まず、（１）の教育訓練給付金についてです。教育訓練給付金は、雇用保険に加入している方等のスキルアップを支援することを主旨とした制度となっておりまして、厚生労働大臣が指定する講座を受講していただきますと一定の給付が出るものとなっております。こちらにつきましては4月から9月まで令和７年度と６年度を比較すると、一般・特定一般と専門実践のいずれのコースも受給者数、支給金額ともに対前年を上回っているという状況です。特に、国家資格の取得などを内容とする専門実践の伸びは給付率の拡充がなされたこともあり大きいものとなっております。引き続き制度の周知に取り組むとともに、改正雇用保険法により創設された教育訓練休暇給付金、それからリ・スキリングと教育訓練融資事業。こちらの円滑な施行に努めることで個人のリ・スキリングを支援してまいります。次にデジタルの職業訓練。（２）でございます。公共職業訓練は、失業給付などを受けている方の離職者訓練となっております。それから求職者支援訓練。こちらは主として、雇用保険の受給のない方で、収入額が一定に満たない方に対して、月10万円の生活支援とともに、無料の職業訓練を行う仕組みでございます。デジタルの職業訓練については、実績としては受講者数で対前年同期で伸びが見られているところでございます。前回の地方労働審議会の場で、経営者協会の田中委員よりデジタル人材の不足の解消が課題であるというご指摘をいただいておりました。さらなる改善に向けた取組みが必要であるというふうに認識しております。そのためには、デジタル系人材に対する事業者ニーズを的確に把握することが不可欠であると考えます。この夏に使用者団体である経営者協会様、商工会議所連合会様、商工会連合会様に加えまして中小企業団体中央会様からもご協力賜りまして、三重独自のアンケートを実施いたしました。ご協力ありがとうございました。このアンケート結果を踏まえ、すでに実施している訓練の内容面の充実を図ることを含めて、来年度からの訓練メニューへの反映を検討してまいります。おめくりいただきまして７ページの人材開発支援助成金です。先ほどの給付金につきましては、個人のリ・スキリングを支援するというものですけれども、こちらは企業内人材育成を推進するというものになっております。事業展開等リ・スキリング支援コースは、新規事業展開の他、DX推進、グリーン・カーボンニュートラル化のために必要な訓練経費や訓練期間中の賃金の一部助成をするというものになっております。こちらにつきましては、本年4月から賃金助成率が引き上げられたことや添付書類の簡素化がなされたこともあり、対前年同期、実績についても大きく伸びているところでございます。企業内人材育成につきましても引き続き推進してまいります。
同じページ、２の労働移動の円滑化の部分です。ｊｏｂ　ｔａｇについて、改めてのご説明となりますけれども、職業適性検査ですとか、職業の詳細な情報提供を行うこものとなっております。しょくばらぼですが、こちらは職場の雇用管理の積極的な改善に取り組んでいる企業が一覧できるサイトとなっております。こちらも周知を進めてまいります。おめくりいただきまして８ページをお願いします。多様な人材の活躍促進についてです。（１）のこちらの高齢者の就労による社会参加の促進に関する説明となります。①の65歳までの高年齢者雇用確保措置につきましては、法律に基づく義務となっておりまして、実施企業割合は100パーセントとなっております。それから、②の70歳までの高年齢者就業確保措置、こちら令和２年の高年齢者雇用安定法の改正で努力義務になっているものでございます。こちらにつきましても引き続き周知してまいります。
９ページお願いします。
こちらも引き続き高年齢者雇用の取組みについての説明となります。③ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援についてです。こちら県内７か所のハローワークに設置した窓口において、就労経験や就労ニーズを踏まえた支援を行っております。対前年同期で比較しても順調な成果をあげております。④シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保です。こちらにつきましては、高齢者の多様な就業ニーズを踏まえて、臨時的・短期的な就業を希望される方につきましては、シルバー人材センターのご案内をしています。続きまして10ページです。（２）障害者の就労促進のご説明をさせていただきます。１つめのポツはハローワークによる、障害者の求職者向け支援です。紹介件数、こちらは令和7年度上期で2,566、前年同期は2,806となっております。就職件数は915に対して、999です。いずれも減少しております。これは、昨年相次いだA型事業所の規模縮小などの影響が大きく、今後大きく減少し続けるものとは考えられないものですけれども、三重県全体で見た時に、就労先が減少しているということには変わりなく、ハローワークではこれに代わる新たな就労先の開拓に取り組んでおります。2つ目の黒ポツ、企業向けチーム支援につきましても、前年同期以上の成果を得ているところでございます。3つ目の黒ポツ、障害がある学生・生徒のための企業説明会というのも、年1回開催しておりまして、参加企業数、参加学生学校関係者の数の両方について前年以上の成果をあげております。右側の①です。障害者の雇用に関する優良な中小事業主に対する厚生労働大臣の認定制度、こちらもにす認定制度と通称しておりますけれども、現在31社となっております。②です。精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座というものを行っておりまして、これは職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、必要な配慮をいただくものとなっており、多くの民間企業、公的機関にご利用いただいております。
続きまして11ページお願いします。外国人雇用についてです。①の外国人求職者等に対する就職支援について、具体的には、この就職状況の表ですけれども、新規求職者については、減少傾向にはあるものの就職件数については増加がみられ、就職率としては向上がみられるという状況となっております。②です。こちら企業向けの雇用管理の話ということになります。黒ポツ１つ目。外国人を雇用している事業主への支援です。外国人雇用管理アドバイザー、こちらは外国人雇用届出制度や外国人雇用管理指針の周知・啓発を行っているものです。優秀な外国人留学生については、政府方針でも、留学後に高度外国人材として日本国内にとどまって活躍することが期待されているというところでございます。ハローワークにおいても、外国人留学生の雇用にかかる適正な管理、支援制度、雇用の実例を紹介し、企業理解を深めるための周知を行っております。黒ポツ2つ目ですけれども、労働施策総合推進法に基づきまして、ハローワークでは、先ほど申し上げた外国人雇用管理指針に基づいて事業主指導を行っております。訪問指導の実施状況はこのとおりになっております。進捗率としては昨年度を上回るという感じで推移をしております。次に12ページ①新規学卒者等への就職支援です。新規高等学校卒業者の求人数、対前年度で増加しております。就職者側の指標については、直近では通信制高校の定員の影響もありまして、就職希望者・就職者数に関しては、微増という状況になっております。労働局としましては、こうした通信制高校の定員増といった状況の変化を踏まえながら、ハローワークにおいて県内の通信制高校と緊密に連携を取るなど施策を推進しております。このような求人と求職の状況ですけれども、求人倍率に反映されることになりまして、対前年で0.06ポイントの増加となっております。学卒者向けの支援につきましては、就職支援ナビゲーターというものがおりまして、個々人の課題に応じた就職支援というものを行っているところです。②です。就職氷河期世代を含む中高年層の活躍の場をさらに広げられるよう、専門の窓口を四日市所に設置しておりまして、県内４か所にある地域若者サポートステーションとの連携を含めて、ハローワークにおいて必要な就労の支援を実施しているところでございます。下期は中高年世代活躍応援プロジェクトによる支援として、合同企業説明会、企業向けセミナーを実施してまいります。13ページをご覧ください。こちらの（２）のマザーズハローワーク事業につきまして、こちら県内４か所に設置しております。こちら、子供連れで来所しやすい環境を整備して、オンラインなどを活用しながら求職者向けのサービスを提供するというものになっております。実績ですけれども、令和７年度上期は対前年同期と比較して就職件数につきましては微減という傾向がみられる一方でオンラインの活用は着実に進んでおりますので下期はオンラインサービスの提供と周知を推進しまして、就職支援でも成果をあげていきたいと思います。私の説明は以上となります。

【馬原会長】
はい、ありがとうございました。
それでは今の説明につきまして、皆様からご意見ご質問を頂戴したいと存じます。はじめに広瀬委員と宮端委員からご質問をいただいておりますので、まずはそちらのご質問について、労働局からの回答をお願いします。

【三重労働局職業安定部長　山口】
それでは、ご説明申し上げます。廣瀬委員より人材確保対策として雇用管理の改善を希望する事業者に対しては、専門のコンサルタントを派遣し、コンサルティングを実施しているとあるが、具体的にはどのような雇用管理の改善希望があったのか、とのお尋ねをいただきました。
お答え申し上げます。三重労働局では雇用管理改善コンサルタントとして、社会保険労務士の先生に人材不足分野の事業所を訪問していただきまして、ご相談に対応させていただく事業を実施しております。
内容としては、人事管理、賃金体系、教育訓練、業務管理などの整備に関する相談及び援助を行っております。直近の具体的な相談事例を紹介申し上げますと、法人全体で体系的に研修を実施するための改善についての依頼、それから人材定着に向けた人事制度の改善、採用強化、人事異動、人事評価制度を含む内容のものを依頼されたということがございました。

【三重労働局　労働基準部長　津田】
続きまして、広瀬委員から、先ほど途中の説明の中でもご回答申し上げたのですが、重ねて申し上げます。最低賃金審議会の公益委員の審議委員の選任についてご質問を頂戴しておりまして、繰り返しとなりますが、三重労働局といたしましては、公益委員の任命にあたりまして、労使いずれの立場にも偏らずその主義主張において、広く社会一般の利益を代表しうる中立的な人物を選ぶ観点から公益委員としてふさわしい方を慎重に人選してまいりたいと考えております。以上でございます。

【三重労働局　雇用環境・均等室長　矢島】
続きまして、宮端委員からご質問いただいた件について回答をさせていただきます。宮端委員からは、賃金引き上げに向けた支援について、資料のうち「賃上げ支援助成金パッケージのうちの業務改善助成金を周知し、賃上げを支援すること、9月5日より業務改善助成金の対象事業所の範囲が拡充され、今後、申請件数が増えることが想定される」という部分につきまして、働き方センターへの相談件数と業務改善助成金の対象がどのぐらい拡充されるのかという点と、交付申請件数が今後どのぐらい増加すると見込まれるのかということを、周知によって相談件数がどのぐらい増えて、どのぐらいの目標に展開していくかという観点からご質問をいただいております。
回答といたしましては、令和７年9月5日より業務改善助成金の対象事業場の範囲が拡充されたことにより、三重県内の事業場においては、9月4日までは対象外だった事業場内最低賃金が1,074円から1,086円の事業者も対象になりました。こちらにつきましては参考資料の2つ目のリーフレットをご覧いただくと、分かりやすいかと思います。お手数をおかけいたしますが、参考資料の、こちらの資料になりますけれども、こちらの資料に従来のものと拡充後の対象の範囲のところを記載させていただいております。具体的に、拡充により、どの程度の数申請が増えた、というところまではちょっと把握してございませんが、10月末現在で301件申請が来ておりまして、今後申請件数がさらに最賃の発効日の直前にピークが、申請件数のピークが来ますのと、申請の期限が11月20日となっておりますので、さらに上げることを想定いたしますと、今年度の申請件数は昨年度よりも10%から20%程度増加するのではないかと推測しているところでございます。
また、働き方センターへの助成金に関する相談につきましては、こちらも拡充後に増加したか否かというところまではちょっと把握はしてないんですけれども、業務改善助成金にかかる相談が、毎月10件前後は受け付けているということは把握しております。申請件数の具体的な目標を立てているということではございませんが、監督署、ハローワークとも連携して最低賃金及び業務改善助成金と賃金支援策の賃上げ支援策の周知を、局全体で取り組んでいるところでございます。

【三重労働局職業安定部長　山口】
　続きまして12ページの資料をご覧いただければと思います。新規高等学校卒業者の求人・求職・就職状況という表です。こちらにつきまして、昨年より就職者数が増加しているが、県内就職者数が減少している理由について、お尋ねを頂いております。こちらの表につきましては、集計上、三重県内に本部がある通信制高校からの就職者を計上しております。近年、広域の通信制高校の定員が増加しておりまして、必ずしも三重県在住の生徒とは限らず、都市部に在住する生徒も、高校本部が三重県内にある場合には、計上されております。令和５年度、６年度の生徒数を比較しますと、全日制、定時制を上回る通信制の増加が見られておりまして、全体で就職者数が増加しております。県内の就職が減少している要因として、１つ考えられることとしては、三重県在住の生徒が減少しているということ、そして2つ目としては、卒業生のうち県内就職を希望する生徒の割合が減少していることなどが考えられますけれども、その要因、どの程度寄与しているかということにつきましては、統計上調査ができていない部分がありまして、分析もできてないという状況でございます。

【馬原会長】
ご質問された広瀬委員と宮端委員よろしいですか。はい。それでは、他の委員の方、ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いします。はい、では田中委員。

【使用者代表委員　田中委員】
はい。使用者代表委員の田中でございます。先ほどの報告の中にありました通り、前回の私の質問させて頂きました中からすぐにご対応をいただきまして、ありがとうございました。それで今回ですが、まず資料４ページにつきまして、これは要望ですが、業務改善助成金があったり、先ほどの参考資料の方でも分かりますように、いろいろな賃上げや賃金改正に対する助成金がありますが、私共の会員の方とお話をする中で、できれば、直接的に賃上げに対する補助金があるとありがたいというような話を聞いたりすることがあります。そういった形で補助金を作るのは非常に難しいところがあるかと思いますが、なんとかご検討いただければありがたいと思っております。それと次ですが、６ページから７ページにかけてになりますが、労働移動の円滑化が言われております。日本においては欧米、特にアメリカなどとは違って、キャリアアップのための転職が、主流ではなく、現状が自分に合わないであったり、今の環境が嫌であったり、そういった理由で、どちらかと言えば負の要素が強く、転職とか労働移動になるといった傾向が、現状としては主流ではないかと思われます。最近の新卒などは、そうではなく、もともとキャリアアップを目指している考えはあっても、今度はなかなか転職に踏み出すことができないという状況であると思います。それに対し、中小企業を始めとした企業経営者は、この人材不足の中、いかに自社へ人材の定着を図って、長く勤めてもらうかというような方策に、苦心をしているという状況があります。キャリアアップを意識した労働移動の円滑化の推進というのは、政府の大きな方針とはいえ、一見、企業経営者の要請に対して、なかなか合致しないところがあるのではないかと思います。そのあたりは、どういった形でこの先進めていのか、現在、お考えがあれば、教えいただきたいと思います。あともう1点、13ページから15ページにかけて女性活躍推進であったり、ハラスメント防止措置、実施状況、それから改正育児・介護休業法への対応などで、「実施状況の報告徴収」という言葉がよく出てきますが、これを、積極的に行っているというのは、具体的にはどういう形で行っているのでしょうか、例えば任意の抽出先からの提出によって、その実施状況の報告確認をしているのか、何かアクションがあった先に対し、その件について、行われているのか、その辺りの状況というのをお教えいただければと思います。お願いもありますが、以上３点でございます。よろしくお願いいたします。

【馬原会長】
ご回答お願いします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　矢島】
雇用環境・均等室の方からは、１つ目のご要望と3つ目のご質問について回答させていただければと思います。まず、各種いろいろな助成金がある中で、直接的な助成金があると非常に助かるというお話がございまして。確かに今ある助成金につきましては設備投資等を行ったり、環境整備を行って、その結果、その分労働時間を短縮したりして、あるいは生産性向上等によって、賃金のお支払いできるような余剰部分が生じて、それについて賃上げができる、というところで、設備投資と、かつ賃上げと両方というところです。他にも、業務改善助成金以外にも働き方の助成金等もございますが、いずれも会社様が何かをして、その結果賃上げにつながったというところについて、お支払いするものでございます。やはりその設備投資と生産性向上があった上で、それが賃上げにつながっていくというところから、こういう形の助成金が多くあるというところでございまして。ご意見として承りますが、そのような考えでこういった助成金があるところでございます。
それと3つ目の女性活躍推進について、何度か報告徴収という言葉を使わせていただいておりますが、これは労働局の方ではこういった権限がございまして、会社様から事情を確認して違反があれば指導するという権限です。こういった権限は法に基づいて行うところでございます。もちろん相談があった場合も実施するのですけども、特にそういったことがなくても、通常、計画的に効果的に行っているところでございまして、この施行に関して、例えば今年度はその育児・介護休業法が改正された施行の年でございますので、育児・介護休業法を重点にというところで、件数はかなり多いところでございまして、ほかの法律に関してよりは多いところですが、そのように実施しているところでございます。

【三重労働局職業安定部長　山口】
それから、労働移動の円滑化の部分でのお尋ねいただきました。こちらについては、私からご説明申し上げたいと思います。人材確保についての私の冒頭説明、特にリ・スキリングの部分がデジタル分野などに集中してしまいましたけれども、例えば５ページの人材確保対策の部分、人手不足分野というのは、地域で本当に人手不足でお困りの声をたくさんいただいておりますが、こういった分野については、しっかりと施策を講じております。これに対応するような職業訓練として、たとえば、介護分野の資格など、地域の人材不足に対応するような施策というものを展開しているということをまず補足させていただきます。それに加えまして、地域の若者が三重に就職した場合にしっかりと定着できるような事業というものも実施しております。若年者地域連携事業というものがございまして、一度就職した労働者の定着促進の観点から、若手社員の皆様のモチベーションの向上と帰属意識の構築、それから社内のキャリア形成を図る内容のセミナー、これはいろいろな会社の若手の社員の方に参加していただいて、交流の場を設けるというような支援も行っております。それから、しごと応援カードというものを配布させていただいておりまして、こちら、教育委員会を通じて高校を卒業して働く方ですとか、大学のキャリアセンターにも配布させていただきます。ご案内の内容も転職を前提としたものではなく、職場でのいろいろな悩みなども含めて、相談に応じる体制というものを整えているというところでございます。

【田中委員】
はい。ありがとうございます。

【馬原会長】
よろしいでしょうか。
それでは、他の委員の方、ご意見、ご質問ございますでしょうか。はい、それでは喜多委員。

【喜多委員】
今、田中委員からもお話がありましたが、今年度の重点項目の一番が賃上げということでご説明いただきました。今年の政労使会議の議題につきましても、労務費の適切な価格転嫁等を含めた賃金引上げに向けた機運の醸成というようなことを書いていただいてます。確かに我々経済団体としても事業者の皆さんと賃上げに前向きに取り組んでというのは基本的に、そこはまったくそのとおりで、一生懸命やっているということなのですが、今回、日本商工会議所が9月に発表したアンケート調査がありまして、賃上げには前向きには取り組んでいるのですけど、中小企業や小規模事業者で、業績が改善しているので、賃上げやりましたという前向きな賃上げは全体の35%という数字も出ていまして。残り65%は業績の改善は見られないけども賃上げをやりましたという、いわゆる防衛的な賃上げということで。非常に苦しい中で、なんとかついていっているという状況もあります。他にもそのアンケートの中で、やはり原材料費やエネルギーの値段などはまあまあ価格転嫁できていますが、労務費はやはり難しいですとか、あと、業績は低迷してるのですが、最低賃金も引き上げられていますし、そこは賃金を引き上げざるを得ないということで収益が圧迫されていますというような回答もありますので、やはり、何かそういう中小とか小規模の事業者が前向きに取り組んでいるという中でもう一つ、いろいろなそこら辺に向けた支援策みたいなものがあると非常に全体としては進む形になっていくのかなというふうにも思います。今年のその政労使会議とかそういう中でも何か新しいアイデアがあればありがたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　矢島】
ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。本当に中小企業、小規模事業者の方が、非常に苦労して取り組んでおられるということは理解しているところですが、本当に国全体で取り組んでいくというところで、機運の醸成を図っておりまして、政労使会議でさらに議論を深めてやっていければというところでございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

【馬原会長】
よろしいでしょうか。他にご意見、ご質問ございませんか。
私からも質問させていただきます。13ページです。先ほどの男女雇用機会均等法と女性活躍推進法の議題ですが、三重県ではジェンダーギャップが非常に大きいということなのですが、これは具体的にはどういうことでしょうか。

【三重労働局　雇用環境・均等室　矢島】
はい。特に男女の賃金差が大きいという経済的なところが大きいと聞いておりますが、ただ単に賃金の差があるというだけではなくて、その背後には、管理職比率が低いですとか、あるいは長時間労働ができないですとか、あるいは女性の方、三重県は特徴的で非正規雇用の方が非常に多い。非正規雇用の方はやはり正規雇用の方よりもかなり賃金が低い。賃金だけではなく、待遇全体が低いという様々な問題が絡んでいるところでございまして、ジェンダーギャップという言葉の裏にはかなりいろいろなところが含まれていると考えております。そういったところも含めて、男女雇用機会均等法は最低限の男女の差別的取り扱いを禁止しているところで、お話を会社から伺って、違反があれば指導しているところでございますが、その話を伺う中で、その会社の問題点が均等法のお話を伺うとだいたい出てくるものですございます。なぜ管理職が少ないかという背景には、もともと例えば管理職になるような職域の女性をあまり採用してないとか、あるいは総合職、一般職で差が大きいとか、いろいろな問題があるものですから、それを確認して、ただすぐに法違反とまで確認できないことも多々ありますので、それはただ会社さんも最近は女性活躍を推進していきたいと思っているところですが、自らその課題に取り組んでいただくというところが、女活法の精神だと思っておりますので、そういった取組みを同時にすることによって、少しでも差が解消できるような方向に持っていけると思っているところでございます。

【馬原会長】
はい。どうもありがとうございます。実は大学も文部科学省からジェンダーギャップについては言われているところで、我が三重大学は管理職の数が少ないということで非常に文科省の方からお怒りをいただいています。そもそも大学の教員は、男性が多くて女性が少ないので管理職になるともっと少なくなります。結構、構造的な問題なので短期的には解消が難しいと大学の中でも話がでます。ありがとうございました。他いかがでしょうか。はい。では、下田委員になります。

【下田委員】
先ほどの男女の賃金差のことでお伺いします。多くの企業は同じ職種とか同じコースとかで社内に男女に差が生まれることはないはずですが、それは三重県内でもありえないですよね。

【三重労働局　雇用環境・均等室　矢島】
はい、もちろんですね。同じ雇用管理区分の中で例えば総合職だったら総合職の中で違う取り扱いをしてしまうと異なる取り扱いをすることについては均等法の違反がありますし、もともと労基法の、男女の賃金で差別的取り扱いをしてはいけないところもございます。もちろんそれはそのとおりでございまして、どちらかというと、総合的な問題から、男女の賃金の差が生じていると考えております。総合職の、例えば理系に女性が少ない。だけど、その会社ではやはり総合職の理系が主たる基幹的な業務を担っているということだったり、あるいは、勤続年数が短いために、途中でやめてしまうため、賃金差が生じてしまうとか、そういったところがあるかと考えております。
【下田委員】
男女雇用機会均等法が86年に施行され、そこから、多くの企業は、職種別、コース別を導入し、総合職も男女で採用し始めました。弊社の状況を少し紹介すると、女性を採用したものの、やはり90年代までは、結婚の退職、出産の退職が少なくありませんでした。当時から、40年近く採用を継続し、2000年代に入ってさらに理系も文系も女子を積極的に採用する活動をしてきて、ようやく管理的な職につくキャリアを積んだ女性が増えてきたというのが実態ではないかと思います。多くの企業は、このように継続的に努力をしてきていると思いますが、その努力だけで、今言われたジェンダーギャップというか、男女の賃金差であるとかというのが解決できるものではないと思います。やはり総合的に取り組んでいかないと解決できないと思います。０歳児から保育園に預けて働いている方もおります、育休期間をフルにとらずに仕事をされている方もいます。反面、幼少期の親子の時間をしっかりとろうという方もいらっしゃる。個人の価値観で、その働き方というのも、子育ての仕方というのも違うと思います。それに見合った支援環境が揃ってないことにもあると思います。また、いろんなところに要因があって、三重県では、総合職で就職するより一般職で就職したいと思われる方や親御さんもいらっしゃるのは事実あります。単純にその男女の賃金差にこの差が出てくるというのはあると思います。現場でそれぞれが努力していると思いますので、総合的に活動していかなければならないということをお話させていただきました。
それともう一つ全般的にお尋ねするのは、今回上期の活動を報告いただいたわけですが、目標には、目的目標、そのために具体的に活動する目標、それと数値目標があると思います。今、ご説明いただいた状況は、目的、目標を考えた時に全般的に思惑とおりの活動ができたということなのか、その点をお伺いしたいです。

【三重労働局　雇用環境・均等室　矢島】
ありがとうございます。本当におっしゃるとおりですね。下田委員のおっしゃるとおり、単に一つの理由ではなくて、総合職が増えるべきとかそういうことだけではなくて、やはりもう本当に支援の環境ですとか、(男性の)育児休業とか、総合的に対策を取らないと、なかなかそのジェンダーギャップは埋まらないと。一筋縄ではいかないというところでございまして。そうした中で、その均等法だけではなくて、他の法律でも、育児介護休業法で、男性の育児休業取得率の公表の対象が拡大されたりとか。そういったところもあるんですけれども。その結局その女性は入社して働いてもなかなかその妊娠、出産して子育てと両立が難しいと。ですが、あの家族でですね、みんなで協力し合って、あの男性も女性も育児も介護もできれば少しこう変わってくるのではないかというところですとか、意識の違いですとか、本当にそれぞれのご家庭の考え方ですとかいろんな要因で対応していくことが求められるところだと思っておりまして。そして、なんていうんでしょうか、総合職がいいというわけではなくて、それぞれがそれぞれ働きたい、こういうふうに働きたいっていう目標を実現できるのが一番いいかなと思ってるんです。本当はもっとバリバリ働きたい、本当はこんなに長時間は働きたくないとか、それぞれの方々の希望していることが叶えられるように、働きやすいような職場環境にしていくのが一番いいかなと考えているところで、いろいろ取り組んでいるところでございます。ちょっと、取り留めがなくなって申し訳ないです。ですので、均等法だけではなくて、女活法、育児介護休業法ですとか、それこそパートに関して言えば、本当はパートではなくて、正社員で働きたいという方もいるかもしれないですし、同一労働同一賃金の取組みですとか、いろんな取組みを、総合的に、しかも長いスパンでやっていかないと形にならないものではないかなと考えているところでございます。
それから2点目、目標と目的というところで、上期の、取組状況がどのような状況であるかというところにつきまして、おっしゃるとおりで、法律の施行に関して、積極的に取り組んでいきたいところでございますが、現状この数値になっているところでございます。ただ、そのできる中で、少しでも効果的、効率的にできるようにしているところでございます。例えば、そのパート有期法については、件数は少なくなっておりますが、監督署からの情報を基に実施することによって、より効果的に対応しているというところ、それから、均等法と女活法につきましては、昨年度よりは件数は減っておりますが、年度トータルで見れば達成できるというところです。
あとは、相談等に（適切に）対応するというところも非常に重要なところでございまして、それにつきましては14ページの紛争解決援助制度の活用によって、それぞれのお困りの部分について、具体的にできる対応を最大限していきたいと思っております。引き続き、尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【三重労働局　労働基準部長　津田】
補足させていただきますと、下田委員の後段の質問でございますが、私どもの労働局の行政運営の中で、当然、各種の施策、目的があって目的の達成に向けて、目標を達成していく、そのためにいろんなチェックをしていくということでございます。その成果の現れ方が、２パターンでございまして、いわゆる施策実施の効果が現れるのかどうかというのがあります。例えば、17ページの労働災害防止に関しては労働局あるいは監督署での私どものマンパワーを施策・行政手法を駆使した結果が結果として労働災害の減少させるという効果、成果が出ているかが一番わかりやすいものでございます。前年同期比では下がっているところですし、2,000人未満とするというかねてからの目標を達成していくということですので、私どもの取組が科学的にやればやるほど効果があらわれるかというと科学的根拠はないのですけれども、行政としての経験則上やればやるほど成果が出る部分でございますので、創意工夫を凝らしながら進めております。例えば、今年度、創意工夫を凝らしたものとして18ページでございますが災害が多発したので、緊急要請を行ったところ、行政としての指導効果を呼ぶということが現れるという、これ実感したところでございます。また、繰り返しでございますが、三重の独自の運動でさらに今年度、新標語を掲げたということでございます。説明と重複いたしますけれども、利用者の方々が、企業としてのご努力だけでご努力がいかにあっても一人一人の従業員の方々に、その思いまでが伝わらないと効果が現れないところでございまして、こういう標語を掲げたところでございます。今のところ効果があると言っていいかどうかは難しいところでございますが戻っていただきますと17ページの中でとりわけ私ども、労働災害が多い中で言うと、転倒災害、腰痛災害が多くなっております。とりわけその発生が多いのが小売業、社会福祉施設でございますけれども、この災害をいかに減らすかというところが、実は重点的でございまして、今のところ、今年度上期は、前年同期で減少傾向に今のところあるというところでございます。やはり一人一人に伝えていくことっていうのは、大切なことだなということを、さらに認識した次第でございます。一方で行政としての目的を達成するためにどういう目標を掲げるかというもう一つのアウトプットを頑張れる限り頑張るっていうことでございます。例えば、21ページでございますが、労働基準監督署の動きでございますが、労働基準監督署のニーズはお困りの労働者がいれば、その事業場に伺って事業場のご事情に耳を傾けながら一緒になって解決していくと。これが監督指導の動きでございますけれども、ここには数字として書いておりませんが。ご相談や申告が寄せられた、あるいは寄せられなくても何かしらの問題があるのではないかと考えられるところに監督指導をしておりまして、その結果が、ウのたとえば定期監督の数字でございます。結論からいうと今持ちうるマンパワーを最大限動員しての結果でございまして、どちらかというと、アウトプットの数字となっております。成果に現れるべきものは現れるべく取り組んでまいりますし、成果に現れるかどうか、一概に見れないものであっても限られたマンパワーを、しっかり最大限投入しながら必要な行政展開を図っていうということで目標達成に向けて取り組んでいる所存でございます。以上となります。

【馬原会長】
はい、よろしいでしょうか。他にご意見等ございませんでしょうか。ございませんでしたら、少々時間が早いですが、意見の交換についてはこれで終了をさせていただきたいと思います。様々なご意見いただきましたけれども、三重労働局にはご意見等を踏まえまして、年度後半の業務運営を行うようにお願いいたします。では、事務局にお返しをいたします。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
ありがとうございました。 最後に三重労働局総務部長の東よりご挨拶いたします。

【三重労働局　総務部長　東】
総務部長の東でございます。本日は長時間にわたりまして、ご審議をいただきましてまことにありがとうございます。本日も賃上げに関する支援のあり方についてですとか、ジェンダーギャップ等の課題について、ご意見ご質問等をいただきました。また目標に対します達成状況の評価の説明についてもご質問いただきました。いずれも貴重なご意見、ご質問と受け止めておりまして今後私どもとして改善できることがあれば、速やかに取り組んでいきたいと思っております。また年度末に審議会を開催させていただく予定と致しておりますので、大変ご多忙なところ恐縮でございますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

【三重労働局　雇用環境・均等室　藤田】
これをもちまして令和７年度第１回三重地方労働審議会を終了いたします。どうもありがとうございました。
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